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１

ペ
ー
ジ

告
　
示

◯
秋
田
県
容
器
包
装
廃
棄
物
の
分
別
収
集
の
促
進
に
関
す
る
計
画
（
第

五
期
）
の
公
表
（
一
二
五
・
環
境
整
備
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
１

秋
田
県
告
示
第
百
二
十
五
号

容
器
包
装
に
係
る
分
別
収
集
及
び
再
商
品
化
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律

（
平
成
七
年
法
律
第
百
十
二
号
）
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
秋
田
県

容
器
包
装
廃
棄
物
の
分
別
収
集
の
促
進
に
関
す
る
計
画
（
第
五
期
）
を
次
の

と
お
り
定
め
た
の
で
、
同
条
第
五
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
表
す
る
。

平
成
二
十
年
三
月
二
十
一
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

告
　
　
　
　
　
　
示

秋
田
県
容
器
包
装
廃
棄
物
の
分
別
収
集
の
促
進
に
関
す
る
計
画
（
第
５
期
）

１
　
計
画
の
策
定
の
意
義

本
県
で
は
、
循
環
型
社
会
の
構
築
を
目
指
し
、
そ
の
指
針
と
な
る
べ
き

第
２
次
秋
田
県
廃
棄
物
処
理
計
画
を
平
成
1
8
年
４
月
に
策
定
し
ま
し
た
。

平
成
1
4
年
５
月
に
策
定
し
た
第
１
次
計
画
を
ベ
ー
ス
に
、
こ
れ
ま
で
の

社
会
経
済
シ
ス
テ
ム
や
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
の
変
化
に
対
応
し
て
内
容
を
見

直
し
、
第
２
次
計
画
で
は
３
Ｒ
（
R
ed
u
ce：

発
生
抑
制
、
R
eu
se：
再
使

用
、
R
e
cy
cle
：
再
生
利
用
）
を
基
本
と
し
た
廃
棄
物
の
減
量
化
及
び
リ

サ
イ
ク
ル
を
一
層
進
め
る
必
要
が
あ
る
と
し
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
具
体
的

な
行
動
指
針
と
し
て
、
一
般
廃
棄
物
に
つ
い
て
は
排
出
量
を
2
2
％
削
減

し
、
リ
サ
イ
ク
ル
率
を
1
5
.6
％
か
ら
2
4
.1
％
へ
向
上
さ
せ
、
最
終
処
分
量

を
半
減
さ
せ
る
と
い
う
目
標
（
平
成
1
1
年
度
に
対
す
る
平
成
2
2
年
度
ま
で

の
目
標
）
を
設
定
し
て
お
り
ま
す
。
廃
棄
物
の
減
量
化
及
び
リ
サ
イ
ク
ル

を
推
進
し
た
結
果
、
平
成
1
7
年
度
の
リ
サ
イ
ク
ル
率
は
2
1
.3
％
へ
向
上

し
、
順
調
に
推
移
し
て
い
ま
す
。

容
器
包
装
廃
棄
物
に
つ
い
て
は
、
家
庭
ご
み
の
容
積
比
で
約
６
割
、
重

量
比
で
約
２
～
３
割
を
占
め
て
お
り
、
か
つ
再
生
資
源
と
し
て
の
利
用
が

可
能
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
各
市
町
村
等
に
お
い
て
は
、
「
容
器
包
装
に
係

る
分
別
収
集
及
び
再
商
品
化
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
容
器
包

装
リ
サ
イ
ク
ル
法
」
と
い
う
。
）
」
第
８
条
の
規
定
に
基
づ
く
分
別
収
集

計
画
を
策
定
し
、
そ
れ
に
従
い
計
画
的
な
分
別
収
集
を
実
施
し
て
い
ま

す
。容
器
包
装
リ
サ
イ
ク
ル
法
で
は
、
容
器
包
装
廃
棄
物
に
つ
い
て
、
消
費

者
は
分
別
し
て
排
出
し
、
市
町
村
が
分
別
収
集
し
、
製
造
・
販
売
事
業
者

は
再
商
品
化
す
る
こ
と
で
、
廃
棄
物
の
削
減
に
取
り
組
む
こ
と
を
義
務
づ

け
て
い
ま
す
。

同
法
は
施
行
後
1
0
年
を
経
過
し
、
こ
の
間
に
生
じ
た
一
般
廃
棄
物
の
排

出
量
の
高
止
ま
り
、
容
器
包
装
リ
サ
イ
ク
ル
の
コ
ス
ト
増
加
な
ど
の
課
題

に
対
応
す
る
た
め
、
平
成
1
8
年
に
一
部
が
改
正
さ
れ
ま
し
た
。
改
正
法
で

は
、
レ
ジ
袋
対
策
等
に
よ
る
排
出
抑
制
の
促
進
、
事
業
者
が
市
町
村
に
資

金
を
拠
出
す
る
仕
組
み
等
に
よ
る
質
の
高
い
分
別
収
集
・
再
商
品
化
の
推

進
、
そ
の
ほ
か
、
事
業
者
間
の
公
平
性
の
確
保
、
円
滑
な
再
商
品
化
な
ど

に
取
り
組
む
こ
と
と
し
て
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
状
況
を
踏
ま
え
、
容
器
包
装
リ
サ
イ
ク
ル
法
第
９
条
の
規

定
に
基
づ
き
、
平
成
1
7
年
1
1
月
に
制
定
し
た
第
４
期
の
秋
田
県
容
器
包
装

廃
棄
物
の
分
別
収
集
の
促
進
に
関
す
る
計
画
（
以
下
「
秋
田
県
分
別
収
集

促
進
計
画
」
と
い
う
。
）
の
見
直
し
を
行
い
ま
し
た
。
見
直
し
後
の
計
画

は
、
分
別
収
集
品
目
及
び
収
集
量
の
向
上
に
よ
る
各
市
町
村
の
目
標
を
示

し
て
お
り
、
消
費
者
及
び
事
業
者
と
と
も
に
連
携
し
て
、
分
別
収
集
を
確

実
に
促
進
す
る
た
め
の
も
の
で
す
。

２
　
基
本
的
方
向

第
５
期
の
秋
田
県
分
別
収
集
促
進
計
画
を
実
施
す
る
に
当
た
っ
て
の
基

本
的
方
向
は
、
次
の
と
お
り
で
す
。

（
１
）
容
器
包
装
廃
棄
物
の
排
出
を
抑
制
す
る
と
と
も
に
、
積
極
的
に
分
別

収
集
及
び
再
商
品
化
を
促
進
し
、
さ
ら
に
、
再
商
品
化
を
し
て
得
ら
れ

た
物
に
つ
い
て
そ
の
積
極
的
な
利
用
に
努
め
、
全
体
の
調
和
を
図
り
な

が
ら
、
こ
れ
ら
を
推
進
し
て
い
き
ま
す
。

（
２
）
消
費
者
は
分
別
排
出
、
市
町
村
等
は
分
別
収
集
、
事
業
者
は
再
商
品

化
と
い
う
適
切
な
役
割
分
担
の
下
、
容
器
包
装
廃
棄
物
の
分
別
収
集
及

び
分
別
基
準
適
合
物
の
再
商
品
化
が
実
施
さ
れ
る
よ
う
、
そ
れ
ぞ
れ
の

積
極
的
な
参
加
を
促
進
し
ま
す
。

３
　
計
画
期
間

第
５
期
の
秋
田
県
分
別
収
集
促
進
計
画
の
計
画
期
間
は
、
平
成
2
0
年
４

月
を
始
期
と
す
る
５
年
間
と
し
、
容
器
包
装
リ
サ
イ
ク
ル
法
第
８
条
第
１

項
に
基
づ
き
３
年
ご
と
に
計
画
の
内
容
の
見
直
し
を
行
い
ま
す
。

４
　
対
象
品
目

第
５
期
の
秋
田
県
分
別
収
集
促
進
計
画
は
、
容
器
包
装
廃
棄
物
の
う
ち

市
町
村
等
が
容
器
包
装
リ
サ
イ
ク
ル
法
第
1
0
条
の
規
定
に
基
づ
き
分
別
収

集
を
実
施
す
る
ガ
ラ
ス
製
容
器
（
無
色
、
茶
色
、
そ
の
他
の
３
色
に
分

別
）
、
飲
料
用
紙
製
容
器
包
装
、
段
ボ
ー
ル
製
容
器
包
装
、
そ
の
他
の
紙

製
容
器
包
装
、
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
、
そ
の
他
の
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
製
容
器
包
装

（
白
色
ト
レ
イ
の
み
を
分
別
収
集
す
る
こ
と
も
可
能
）
、
ス
チ
ー
ル
製
容

器
包
装
及
び
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
製
容
器
包
装
を
対
象
と
し
ま
す
。

５
　
県
内
の
容
器
包
装
廃
棄
物
に
つ
い
て
、
各
年
度
に
お
け
る
市
町
村
別
の

排
出
量
の
見
込
み
及
び
当
該
排
出
見
込
量
を
合
算
し
て
得
ら
れ
る
量
（
法

第
９
条
第
２
項
第
１
号
)

別
表
１
の
と
お
り

６
　
県
内
に
お
い
て
得
ら
れ
る
分
別
基
準
適
合
物
に
つ
い
て
、
各
年
度
に
お

い
て
得
ら
れ
る
特
定
分
別
基
準
適
合
物
ご
と
の
市
町
村
別
の
量
の
見
込
み

及
び
当
該
見
込
量
を
合
算
し
て
得
ら
れ
る
各
年
度
に
お
け
る
特
定
分
別
基

準
適
合
物
ご
と
の
量
（
容
器
包
装
リ
サ
イ
ク
ル
法
第
９
条
第
２
項
第
２

号
)

（
１
）
商
品
の
容
器
の
う
ち
、
主
と
し
て
ガ
ラ
ス
製
の
も
の
で
あ
っ
て
無
色

の
も
の
に
係
る
分
別
基
準
適
合
物

別
表
２（
１
）の
と
お
り

（
２
）
商
品
の
容
器
の
う
ち
、
主
と
し
て
ガ
ラ
ス
製
の
も
の
で
あ
っ
て
茶
色

の
も
の
に
係
る
分
別
基
準
適
合
物

別
表
２（
２
）の
と
お
り

（
３
）
商
品
の
容
器
の
う
ち
、
主
と
し
て
ガ
ラ
ス
製
の
も
の
で
あ
っ
て
無
色

又
は
茶
色
の
も
の
以
外
の
も
の
に
係
る
分
別
基
準
適
合
物

別
表
２（
３
）の
と
お
り

（
４
）
商
品
の
容
器
包
装
の
う
ち
、
主
と
し
て
紙
製
の
も
の
で
あ
っ
て
飲
料

用
紙
製
容
器
包
装
又
は
段
ボ
ー
ル
製
容
器
包
装
以
外
の
も
の
に
係
る
分

別
基
準
適
合
物

別
表
２（
４
）の
と
お
り

（
５
）
商
品
の
容
器
の
う
ち
、
主
と
し
て
ポ
リ
エ
チ
レ
ン
テ
レ
フ
タ
レ
ー
ト

製
の
も
の
（
飲
料
又
は
し
ょ
う
ゆ
を
充
て
ん
す
る
た
め
の
も
の
に
限

る
。
）
に
係
る
分
別
基
準
適
合
物

別
表
２（
５
）の
と
お
り

（
６
）
商
品
の
容
器
包
装
の
う
ち
、
主
と
し
て
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
製
の
も
の
で

あ
っ
て
ポ
リ
エ
チ
レ
ン
テ
レ
フ
タ
レ
ー
ト
製
容
器
以
外
の
も
の
（
白
色

ト
レ
イ
を
除
く
。
）
に
係
る
分
別
基
準
適
合
物

別
表
２（
６
）の
と
お
り

（
７
）
商
品
の
容
器
包
装
の
う
ち
、
主
と
し
て
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
製
の
も
の
で

あ
っ
て
ポ
リ
エ
チ
レ
ン
テ
レ
フ
タ
レ
ー
ト
製
容
器
以
外
の
も
の
の
う
ち

白
色
ト
レ
イ
に
係
る
分
別
基
準
適
合
物

別
表
２（
７
）の
と
お
り

７
　
県
内
に
お
い
て
得
ら
れ
る
法
第
２
条
第
６
項
に
規
定
す
る
主
務
省
令
で

定
め
る
物
に
つ
い
て
、
各
年
度
に
お
け
る
市
町
村
別
の
量
の
見
込
み
及
び
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２

当
該
見
込
量
を
合
算
し
て
得
ら
れ
る
量
（
容
器
包
装
リ
サ
イ
ク
ル
法
第
９

条
第
２
項
第
３
号
)

（
１
）
主
と
し
て
鋼
製
の
容
器
包
装
に
係
る
物

別
表
３（
１
）の
と
お
り

（
２
）
主
と
し
て
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
製
の
容
器
包
装
に
係
る
物

別
表
３（
２
）の
と
お
り

（
３
）
主
と
し
て
段
ボ
ー
ル
製
の
容
器
包
装
に
係
る
物

別
表
３（
３
）の
と
お
り

（
４
）
主
と
し
て
紙
製
の
容
器
包
装
で
あ
っ
て
、
飲
料
を
充
て
ん
す
る
た
め

の
容
器
（
原
材
料
と
し
て
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
が
利
用
さ
れ
て
い
る
も
の
及

び
主
と
し
て
段
ボ
ー
ル
製
の
も
の
を
除
く
。
）
に
係
る
物

別
表
３（
４
）の
と
お
り

８
　
分
別
収
集
の
促
進
に
関
す
る
事
項
（
容
器
包
装
リ
サ
イ
ク
ル
法
第
９
条

第
２
項
第
４
号
)

県
内
に
お
け
る
ガ
ラ
ス
製
容
器
包
装
、
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
に
つ
い
て
は
、

現
在
で
も
８
割
以
上
の
市
町
村
で
分
別
収
集
が
実
施
さ
れ
て
い
ま
す
が
、

本
計
画
で
は
全
て
の
市
町
村
が
分
別
収
集
を
実
施
す
る
こ
と
と
し
て
い
ま

す
。
ま
た
、
こ
れ
ま
で
分
別
収
集
実
績
の
少
な
か
っ
た
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
製

容
器
包
装
や
紙
パ
ッ
ク
に
つ
い
て
も
、
今
後
は
分
別
収
集
す
る
市
町
村
が

増
加
す
る
こ
と
が
見
込
ま
れ
て
い
ま
す
。
今
後
も
市
町
村
に
対
し
、
分
別

収
集
の
実
施
に
係
る
積
極
的
な
技
術
的
支
援
を
行
っ
て
い
き
ま
す
。

（
１
）
分
別
収
集
の
促
進
の
意
義
に
つ
い
て
の
知
識
の
普
及
に
関
す
る
事
項

①
　
啓
発
普
及
活
動

循
環
型
社
会
づ
く
り
へ
の
取
組
を
広
く
喚
起
す
る
た
め
、
特
定
非

営
利
活
動
法
人
環
境
あ
き
た
県
民
フ
ォ
ー
ラ
ム
を
は
じ
め
と
す
る
民

間
団
体
に
よ
る
活
動
へ
の
支
援
、
あ
き
た
エ
コ
＆
リ
サ
イ
ク
ル
フ
ェ

ス
テ
ィ
バ
ル
、
環
境
あ
き
た
県
民
塾
の
開
催
等
を
通
じ
て
、
廃
棄
物

の
減
量
化
及
び
リ
サ
イ
ク
ル
に
関
す
る
啓
発
普
及
活
動
を
実
施
し
ま

す
。

②
　
実
践
活
動

買
い
物
袋
持
参
運
動
及
び
グ
リ
ー
ン
購
入
促
進
運
動
の
推
進
、
リ

サ
イ
ク
ル
製
品
認
定
制
度
の
周
知
及
び
活
用
等
、
廃
棄
物
の
減
量
化

及
び
リ
サ
イ
ク
ル
に
関
す
る
実
践
活
動
を
展
開
し
ま
す
。

（
２
）
県
内
の
市
町
村
相
互
間
の
分
別
収
集
に
関
す
る
情
報
の
交
換
の
促
進

に
関
す
る
事
項

秋
田
県
分
別
収
集
促
進
計
画
を
円
滑
に
推
進
し
て
い
く
た
め
に
は
、

市
町
村
相
互
間
の
情
報
交
換
や
連
携
が
必
要
な
こ
と
か
ら
、
市
町
村
等

に
対
し
国
の
最
新
の
動
向
並
び
に
廃
棄
物
の
リ
サ
イ
ク
ル
及
び
適
正
処

理
に
関
す
る
情
報
交
換
の
機
会
を
提
供
す
る
と
と
も
に
、
市
町
村
分
別

収
集
計
画
に
基
づ
く
分
別
収
集
の
品
目
ご
と
の
実
施
状
況
及
び
収
集
体

制
の
実
態
を
把
握
し
な
が
ら
、
課
題
解
決
の
た
め
各
市
町
村
と
連
携
を

図
り
ま
す
。

（
３
）
そ
の
他
の
分
別
収
集
の
促
進
に
関
す
る
事
項

①
　
リ
サ
イ
ク
ル
セ
ン
タ
ー
の
整
備
促
進

平
成
1
1
年
度
に
策
定
し
た
秋
田
県
一
般
廃
棄
物
リ
サ
イ
ク
ル
拠
点

施
設
整
備
構
想
を
踏
ま
え
、
市
町
村
合
併
の
状
況
に
応
じ
て
、
資
源

化
施
設
、
ス
ト
ッ
ク
ヤ
ー
ド
等
容
器
包
装
リ
サ
イ
ク
ル
に
必
要
な
関

連
施
設
の
整
備
を
促
進
し
ま
す
。

②
　
環
境
保
全
活
動
へ
の
支
援

環
境
あ
き
た
県
民
塾
等
を
通
じ
て
各
地
域
に
お
け
る
リ
サ
イ
ク
ル

推
進
活
動
の
担
い
手
を
育
成
す
る
と
と
も
に
、
地
域
ご
み
ゼ
ロ
推
進

会
議
の
活
動
へ
の
支
援
等
を
通
じ
て
リ
サ
イ
ク
ル
の
推
進
に
向
け
た

団
体
、
企
業
、
自
治
体
等
の
連
携
の
充
実
及
び
強
化
を
促
進
し
ま

す
。

③
　
リ
サ
イ
ク
ル
産
業
の
活
性
化
の
推
進

県
及
び
市
町
村
に
お
け
る
認
定
リ
サ
イ
ク
ル
製
品
の
優
先
的
な
使

用
、
各
種
支
援
制
度
の
活
用
等
を
通
じ
て
、
県
内
リ
サ
イ
ク
ル
関
連

産
業
の
育
成
及
び
活
性
化
を
推
進
し
ま
す
。

④
　
率
先
活
動
の
実
践
等

県
で
は
、
国
際
規
格
で
あ
る
Ｉ
Ｓ
Ｏ
１
４
０
０
１
の
認
証
を
取
得

し
た
秋
田
県
庁
環
境
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
に
基
づ
き
、
エ
コ
マ

ー
ク
認
定
商
品
及
び
グ
リ
ー
ン
マ
ー
ク
認
定
商
品
の
購
入
並
び
に
廃

棄
物
の
分
別
に
よ
り
、
廃
棄
物
の
排
出
量
の
削
減
及
び
再
生
利
用
を

率
先
し
て
進
め
る
ほ
か
、
あ
き
た
環
境
優
良
事
業
所
認
定
制
度
（
秋

田
版
ミ
ニ
Ｉ
Ｓ
Ｏ
）
の
普
及
支
援
等
を
通
じ
て
民
間
事
業
所
の
廃
棄

物
の
減
量
化
及
び
リ
サ
イ
ク
ル
へ
の
取
組
を
促
進
し
ま
す
。
ま
た
、

市
町
村
に
対
し
て
も
こ
う
し
た
取
組
を
率
先
し
て
進
め
る
よ
う
働
き

か
け
ま
す
。
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